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※
土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
日
も
受
付

け
ま
す
。

　

な
お
、
今
後
、
回
数
券
を
購
入
さ

れ
る
際
は
、
料
金
徴
収
期
間
の
最
終

日
を
勘
案
し
、
計
画
的
に
購
入
さ
れ

る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

※
回
数
券
払
戻
し
に
は
「
回
数
券
払

戻
申
請
書
」
が
必
要
で
す
。
申
請
書

は
、
福
岡
道
路
公
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

In
fo
rm
at
io
n

春の無料体験受付中！

★宇美センター　宇美４-２-10 木村ビル２Ｆ

（火･水･金）℡ 957-6615 携帯 090-9075-6404（荒木）

２/15（金）～ 28（木）

★宇美東　　　　宇美東１-４-１西日本新聞向い

（月･木）　　 ℡ 933-7828 携帯 090-9589-1212（伴）

★宇美はるだ　　原田４-18- ８原田下公民分館

（火･金）　　 ℡ 934-3180 携帯 090-1345-8634（須原）

広告

癒しの雰囲気を取り込んだ、光そそぐ斎場です。

TEL　931‑1000 　http//www.saijousion.com/

広告

　

「
庭
作
り
の
基
礎
知
識
」

◆
開
催
時
間

　

①
Ａ
グ
ル
ー
プ（
午
前
の
部
）　

　
　

９
時
30
分
～
12
時

　

②
Ｂ
グ
ル
ー
プ（
午
後
の
部
）　

　
　

13
時
30
分
～
16
時

◆
場
所　

福
岡
県
緑
化
セ
ン
タ
ー

◆
参
加
費　

無
料

◆
応
募
資
格

　

福
岡
県
内
に
在
住
で
、
全
８
回
の

　

出
席
が
可
能
な
方

◆
募
集
人
員

　

各
グ
ル
ー
プ
60
名

※
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選
。

◆
応
募
締
切
日　

３
月
24
日（
日
）

◆
応
募
方
法

　

①
ハ
ガ
キ
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ

　

②
記
載
事
項　

　

郵
便
番
号
、
住
所
、
氏
名
、
電
話

　

番
号
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号
、
希
望
グ

　

ル
ー
プ（
Ａ
ま
た
は
Ｂ
）

　

③
宛
先

　

【
ハ
ガ
キ
】　

　

〒
８
３
９-

１
２
１
３　

　

久
留
米
市
田
主
丸
町
益
生
田
１
１
２
５

　

福
岡
県
緑
化
セ
ン
タ
ー

　

「
緑
の
教
室
」
係

　

FAX　　
０
９
４
３-

７
２-

１
５
５
８

◆
受
講
者
の
決
定

　

４
月
10
日（
火
）
ま
で
に
通
知

◆
問
い
合
わ
せ

　

福
岡
県
緑
化
セ
ン
タ
ー
管
理
事
務
所　

　

℡
０
９
４
３-

７
２-

１
１
９
３

　

（
月
曜
日
休
館
）

社
会
保
険
労
務
士
に

よ
る
年
金
相
談

相

談

そ
の
他

　

社
会
保
険
労
務
士
会
で
は
、
日
本

年
金
機
構
か
ら
の
委
託
に
よ
り
、
予

約
制
に
て
年
金
受
給
に
関
す
る
相
談

や
裁
定
請
求
書
の
受
付
に
応
じ
ま
す
。

（
障
害
年
金
を
除
く
）

◆
日
時　

　

２
月
27
日（
水
）、
３
月
13
日（
水
）、

　

３
月
27
日（
水
）

　

９
時
30
分
～
16
時
20
分

※
12
時
～
13
時
を
除
く
。

◆
場
所　

　

志
免
町
民
セ
ン
タ
ー
生
涯
学
習

　

２
号
館
第
５
会
議
室　

◆
予
約
・
問
い
合
わ
せ

　

東
福
岡
年
金
事
務
所　

　

℡
６
５
１-

７
９
６
７
ま
た
は

　

℡
６
５
１-
７
９
６
８

※
相
談
会
場
や
志
免
町
役
場
で
の
ご

予
約
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

未
払
賃
金
、
解
雇
そ
の
他
労
働
ト

ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
、
福
岡
県
内
の
司

法
書
士
が
無
料
で
電
話
相
談
に
応
じ

ま
す
。
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
の

で
、
ま
ず
は
お
電
話
を
し
て
み
て
く

だ
さ
い
。（
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

◆
受
付
日
時

　

毎
週
火
曜
日
の
20
時
～
21
時

◆
相
談
電
話
番
号　

　

℡
７
２
４-

９
５
０
５

◆
問
い
合
わ
せ

　

福
岡
県
青
年
司
法
書
士
協
議
会

　

（
担
当　

坂
田
司
法
書
士
）　

　

℡
９
８
４-

３
７
６
２

養
育
費
の
電
話
相
談

健
康
診
査
は

毎
年
度
受
け
ま
し
ょ
う

（
常
設
）
労
働
ト
ラ
ブ
ル

電
話
相
談

　

母
子
家
庭
の
お
母
さ
ん
、
父
子
家

庭
の
お
父
さ
ん
又
は
離
婚
協
議
中
の

方
を
対
象
に
、
養
育
費
の
電
話
相
談

業
務
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

◆
受
付
時
間　

平
日
の
９
時
～
16
時

◆
相
談
・
問
い
合
わ
せ

　

県
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援

　

セ
ン
タ
ー

　

℡
５
８
４-

３
９
３
１

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険

者
を
対
象
に
健
康
診
査
を
実
施
し
て

い
ま
す
。
該
当
す
る
方
に
は
平
成
25

年
３
月
末
ま
で
受
診
で
き
る
受
診
票

を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

　

４
月
以
降
に
受
診
し
て
い
な
い
方

は
、
指
定
医
療
機
関
等
で
受
診
し
ま

し
ょ
う
。
指
定
医
療
機
関
は
、
受
診

票
に
同
封
し
た
一
覧
表
に
記
載
し
て

い
ま
す
。
自
己
負
担
額
は
５
０
０
円

で
す
。

　

受
診
の
と
き
は
、
「
被
保
険
者
証

（
保
険
証
）
」
と
（
広
域
連
合
が
郵
送

し
た
）「
受
診
票
」
が
必
要
で
す
。
受

診
票
が
見
あ
た
ら
な
い
場
合
は
再

発
行
し
ま
す
の
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

※
生
活
習
慣
病
（
糖
尿
病
や
高
血
圧

症
な
ど
）
で
通
院
し
て
い
る
方
は
対

象
と
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ

　

県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　

お
問
い
合
わ
せ
セ
ン
タ
ー

　

℡
６
５
１-

３
１
１
１

気
に
な
る
年
金
記
録
、

再
確
認

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　

油
症
診
断
基
準
が
改
定
さ
れ
、
カ

ネ
ミ
油
症
患
者
の
油
症
発
生
当
時
の

同
居
家
族
で
、
一
定
の
基
準
を
満
た

し
た
方
が
、
新
た
に
認
定
の
対
象
に

な
り
ま
し
た
。

　

平
成
25
年
３
月
31
日
ま
で
に
申
請

を
い
た
だ
き
、
認
定
さ
れ
た
方
は
、
平

成
25
年
度
の
健
康
実
態
調
査
の
対
象

に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
調
査
に
ご
協
力
を
い

た
だ
い
た
方
に
は
支
援
金
が
支
給
さ

れ
ま
す
。

◆
新
た
に
認
定
の
対
象
と
な
る
方

　

１
油
症
発
生
当
時
、
油
症
患
者（
認

　
　

定
患
者
）
と
同
居
し
て
い
た

　

２
油
症
発
生
当
時
、
カ
ネ
ミ
倉
庫

　
　

社
製
の
米
ぬ
か
油
を
摂
取
し
た

　

３
現
在
、
心
身
の
症
状
が
あ
り
、
治

　
　

療
そ
の
他
の
健
康
管
理
が
継
続

　
　

的
に
必
要

※
３
つ
を
す
べ
て
満
た
す
方
が
対
象

と
な
り
ま
す
。

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ

　

県
保
健
医
療
介
護
部
保
健
衛
生
課

　

℡
６
４
３-

３
２
８
０

　

日
本
年
金
機
構
は
、
様
々
な
手
段

を
使
い
、
持
ち
主
が
わ
か
ら
な
い
記

録
の
持
ち
主
を
探
し
て
い
ま
す
が
、

今
な
お
多
数
残
っ
て
い
る
の
が
現
状

で
す
。
そ
こ
で
、
手
掛
か
り
が
つ
か

め
な
い
記
録
に
つ
い
て
、
本
人
か
ら

心
当
た
り
の
記
録
を
申
し
出
て
い
た

だ
き
、
一
件
で
も
多
く
の
記
録
が
本

来
の
持
ち
主
に
つ
な
が
る
こ
と
を
目

指
し
、
平
成
25
年
１
月
末
を
目
途
に
、

集
中
的
な
取
り
組
み
を
開
始
し
ま
す
。

　

約
９
人
に
１
人
、
年
金
記
録
が
見

つ
か
っ
て
い
ま
す
。
ご
自
身
の
年
金

記
録
に「
も
れ
」
や「
誤
り
」
が
あ
る
の

で
は
と
ご
心
配
の
あ
る
方
は
、
ご
確

認
い
た
だ
き
、
お
近
く
の
年
金
事
務

所
等
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
詳
し
く

は
、
日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ　

　

東
福
岡
年
金
事
務
所　

　

℡
６
５
１-

７
９
６
７

払戻場所

２月１日（金）
～

３月31日（日）
９時～17時

・現金

・口座振込

（金額制限なし）二丈浜玉

有料道路

料金所
４月１日（月）

～
５月31日（日）

11時～19時

・現金

 （５万円未満）

・口座振込

 （５万円以上）

払戻期間 受付時間 払戻方法

平
成
25
年
４
月
１
日

か
ら
高
年
齢
者
雇
用

安
定
法
が
施
行
さ
れ

ま
す
！

　

急
速
な
高
齢
化
の
進
行
に
対
応
し
、

高
年
齢
者
が
少
な
く
と
も
年
金
受
給

開
始
年
齢
ま
で
は
意
欲
と
能
力
に
応

じ
て
働
き
続
け
ら
れ
る
環
境
の
整
備

を
目
的
と
し
て
、「
高
年
齢
者
等
の
雇

用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
」（
高
年

齢
者
雇
用
安
定
法
）
の
一
部
が
改
正

さ
れ
、
平
成
25
年
４
月
１
日
か
ら
施

行
さ
れ
ま
す
。
今
回
の
改
正
は
、
定

年
に
達
し
た
人
を
引
き
続
き
雇
用
す

る「
継
続
雇
用
制
度
」
の
対
象
者
を
労

使
協
定
で
限
定
で
き
る
仕
組
み
の
廃

止
な
ど
を
内
容
と
し
て
い
ま
す
。

◆
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

　

１
継
続
雇
用
制
度
の
対
象
者
を
限

　
　

定
で
き
る
仕
組
み
の
廃
止

　

２
継
続
雇
用
制
度
の
対
象
者
を
雇

　
　

用
す
る
企
業
の
範
囲
の
拡
大

　

３
義
務
違
反
の
企
業
に
対
す
る
公

　
　

表
規
定
の
導
入

　

４
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
の
実

　
　

施
お
よ
び
運
用
に
関
す
る
指
針

　
　

の
策
定

※
詳
細
は
、
最
寄
り
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
に
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、

福
岡
労
働
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
福
岡
中
央

　

℡
７
１
２-

８
６
０
９

　

今
回
の
改
正
で
は
、
有
期
労
働
契

約
に
つ
い
て
、
次
の
３
つ
の
ル
ー
ル

を
規
定
し
て
い
ま
す
。

Ⅰ
無
期
労
働
契
約
へ
の
転
換

　

有
期
労
働
契
約
が
反
復
更
新
さ
れ

て
通
算
５
年
を
超
え
た
と
き
は
、
労

働
者
の
申
込
み
に
よ
り
、
期
間
の
定

め
の
な
い
労
働
契
約
（
無
期
労
働
契

約
）
に
転
換
で
き
る
ル
ー
ル
で
す
。

Ⅱ「
雇
止
め
法
理
」
の
法
定
化

　

最
高
裁
判
例
で
確
立
し
た
「
雇
止

め
法
理
」
が
、
そ
の
ま
ま
の
内
容
で

法
律
に
規
定
さ
れ
ま
し
た
。
一
定
の

場
合
に
は
、
使
用
者
に
よ
る
雇
止
め

が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
ル
ー

ル
で
す
。

Ⅲ
不
合
理
な
労
働
条
件
の
禁
止

　

有
期
契
約
労
働
者
と
無
期
契
約
労

働
者
と
の
間
で
、
期
間
の
定
め
が
あ

る
こ
と
に
よ
る
不
合
理
な
労
働
条
件

の
相
違
を
設
け
る
こ
と
を
禁
止
す
る

み
つ
ば
ち
の

飼
育
に
は
届
出
が

必
要
に
な
り
ま
し
た

ル
ー
ル
で
す
。

◆
施
行
期
日

　

Ⅱ　

平
成
24
年
８
月
10
日（
公
布
日
）

　

Ⅰ
と
Ⅲ　

公
布
日
か
ら
起
算
し
て

　

１
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令

　

で
定
め
る
日

◆
問
い
合
わ
せ

　

福
岡
労
働
局
労
働
基
準
部
監
督
課

　

℡
４
１
１-

４
８
６
２

有
期
労
働
契
約
の

新
し
い
ル
ー
ル
が

で
き
ま
し
た

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ

　

福
岡
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
課

　

℡
４
１
１-

４
５
７
８

二
丈
浜
玉
有
料
道
路

無
料
化
に
伴
う
回
数
券

払
戻
し

特定最低賃金 １時間 効力発生日

平成24年12月10日

平成24年12月10日

平成24年12月10日

平成24年12月10日

平成24年12月10日

平成14年12月10日

自動車（新車）小売業 ８０７円

製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、

鋼材製造業

各種商品小売業

百貨店、総合スーパー

輸送用機械器具製造業

電子部品・デバイス・電子
回路、電気機械器具、情報
通信機械器具製造業

７１０円

７６４円

８１６円

７９３円

８３５円

カ
ネ
ミ
油
症
患
者
の

同
居
家
族
の

認
定
基
準
改
定

　

二
丈
浜
玉
有
料
道
路
（
か
も
め

ロ
ー
ド
）
は
、
通
行
料
金
を
徴
収
す

る
期
間
が
平
成
25
年
３
月
31
日（
日
）

に
終
了
し
、
４
月
１
日
０
時
か
ら
無

料
開
放
し
ま
す
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
回
数
券
の
払
戻
し

を
左
記
に
よ
り
実
施
し
ま
す
。

福
岡
県

特
定
最
低
賃
金
改
定

　

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ

　

二
丈
浜
玉
有
料
道
路
料
金
事
務
所

　

℡
３
２
６-

５
８
４
１

　

養
蜂
振
興
法
の
改
正
に
よ
り
、
平

成
25
年
１
月
か
ら
養
蜂
業
者
以
外
の

方
も
み
つ
ば
ち
の
飼
育
に
は
県
へ
の

届
出
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。
た
だ

し
、
花
粉
受
粉
用
の
み
つ
ば
ち
を
一

時
的
に
飼
育
す
る
と
き
な
ど
、
届
出

の
必
要
が
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

※
届
出
の
必
要
性
や
届
出
の
様
式
・

方
法
等
、
詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ

　

県
福
岡
農
林
事
務
所
農
業
振
興
課

　

℡
７
３
５-

６
１
２
６

母
子
家
庭
・
父
子
家
庭

の
就
労
支
援

　

母
子
家
庭
の
お
母
さ
ん
、
父
子
家

庭
の
お
父
さ
ん
（
い
ず
れ
も
児
童
扶

養
手
当
受
給
者
）
を
対
象
に
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
と
連
携
し
て
就
労
を
支
援

す
る
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
日
曜
日
も
実
施
し
て
い
ま

す
。
面
談
は
平
日
は
対
象
者
が
居
住

さ
れ
て
い
る
役
場
で
、
日
曜
日
は
春

日
市
ク
ロ
ー
バ
ー
プ
ラ
ザ
で
行
い

ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ

　

県
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援

　

セ
ン
タ
ー（
春
日
市
）
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１


